
 

国土交通省手続業務一貫処理システム（eMLIT）による 
宅地建物取引業法関連手続申請における手数料納付確認書類貼付け様式 

 

 

 
 

申 請 者 名             
 

 
電 話 番 号             

 
※宅地建物取引業免許申請の場合は、会社名、
代表者名及び担当者名をご記入ください。 

 

 

 国土交通省手続業務一貫処理システム（eMLIT）を利用して以下の申請を行うにあた
り、添付のとおり手数料を納付しました。 

 

〈対象の申請〉 

□ 宅地建物取引業免許申請（新規・更新） □ 宅地建物取引士資格登録申請 
□ 宅地建物取引士資格登録移転申請  □ 宅地建物取引士証交付申請（再交付含む） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※枠内に納入済証又はＰＯＳレジレシート（控え１）を貼付けて、 

国土交通省手続業務一貫処理システム eMLIT 上にアップロードして申請ください。 

鳥取県 


